
1 結核治療に関する公費 

２ 公費適用範囲と自己負担について 

令和7年9月19日 千 葉 市 保 健 所 感 染 症 対 策 課 か ら の お 願 い  

結核公費申請について 

結核の発生届を届出後、治療を開始した際は、公費が適用されますので公費の申請を

お願いいたします。診査には、新しい情報が必要となりますので、治療中の画像検査や

菌検査の実施をお願いいたします。 

 

＜感染症法第37条＞ 

対象：結核菌を排菌している（喀痰塗抹陽性）患者 

    結核病床へ転院するまで一般病床に入院している場合も塗抹陽性の患者は 

    感染症法第３７条の公費対象となります。 

 

＜感染症法第37条の２＞ 

対象：結核菌を排菌していない（喀痰塗抹陰性）患者 

    外来通院や一般病床に入院をしながら結核治療を行う患者が対象となります。 

※感染症法第３７条の２は、保健所が公費申請を受理した日が適用開始日となります。 

  治療が開始されましたら、同日中に保健所へ公費申請書をFAXしてください。 

【注意点】 

●感染症法第３７条の公費承認期間が切れる前に勧告入院の延長申請及び診査が必要となります。 

 入院延長の情報提供についてご協力お願いいたします。 

●感染症法第３７条の公費対象は、感染症法第19条及び同法第20条に基づき入院勧告がかけられて  

 いる患者となるため、塗抹陰性が確認され、一般病床へ転院した方は感染症法第３７条の２の公費を  

 改めて申請してください。 

感染症法第37条 感染症法第37条の２  

入 院 勧 告 に よ る 入 院 医 療 費 

 （ 保 険 診 療 分 ） 

＜対象項目＞ 

①結核菌検査（塗抹・培養） 

②副作用発見のための検査 

③X線検査、CT検査 

④承認された抗結核薬 

公   費 

原則 自己負担なし 
※ 世帯全体の所得割額によっては 

   上限2万円の自己負担あり。 

上記項目は５％ 
 

※ 初・再診料、副作用を抑えるための薬剤等は 

  公費対象外 

自己負担 



 

診断後の流れ（千葉市保健所の動き） 
 

 

 

保健所は、医療機関から情報を収集する。（診断までの経過、現在の状態、治療方針等） 
 

 

    

 病院は、入院先の調整を行い、                             内服治療開始                                                 

 入院先決定後、患者と保健所へ連絡する。                      

 

                                                  

         

                                                  DOTS開始 
 

   

   

    

※結核治療中の方の所在を確認し、服薬の継続を把握するため結核治療中の方が入退院した場合は、医療機関  

  は７日以内に保健所へ入退院届を提出する必要があります。   

 

  

 

 

 

 

 

 

   
   

発  生  届 

塗抹陽性以外の結核（LTBI含） 結核菌塗抹陽性 

勧 告 入 院 外来通院/一般病床への入院 

保健所は、入院した患者に７２時間以内に面接を行い 

感染症法第20条の入院延長について同意を得る。   

感染症法第37条公費申請書等の書類を本人または         

家族に記入してもらい、公費の手続きを行う。 

・勧告入院の妥当性について協議 

・感染症法第37条の２については、治療薬や治療期間についての妥当性について協議 

診査会（月2回：原則第１・３水曜） 

感染症法第37条公費申請 

●患者情報提供（第３７条申請用）様式を患者の住所管轄保健所へFAXし、原本と胸部画像のCD－Rを保健所へ 

  送付してください。 

●承認された入院期間を延長する場合は、情報提供（入院延長用）様式を保健所へＦＡＸし、 原本と胸部画像の 

  ＣＤ－Ｒを保健所へ送付してください。 

請求・公費適用範囲の詳細については、健康危機管理課（０４３‐２４５‐5229）へ  

その他ご不明な点は、感染症対策課（０４３－２３８－９９７４）へ 

【DOTS（ドッツ）とは】 

・保健所は外来に同席し、受診時の検査結果、服薬変更等の指示を確認し、変更に伴う服薬期間を把握。 

・入院中も副作用等により治療中断がないかなど、状況を把握しながら退院後の中断予防のために院内面接を行う。 

根拠法：感染症法第５３条の１４ 

診査会実施１～２週間後に、保健所から治療医療機関へ診査の結果を送付する。 

     ●感染症法第37条   ：公費決定通知書と入院期間延長通知書の原本と写し 

     ●感染症法第37条の２：患者票（公費受給者番号）の原本と写し 

公費について（医療機関の対応） 

塗抹陽性患者【勧告入院承認期間：３０日以内、指定医療機関以外は１０日以内】 

塗抹陽性以外の結核（LTBI含）【承認期間：申請日から最長６か月】 

感染症法第37条の２公費申請 

●申請書を患者の住所管轄保健所へFAXし、原本と胸部画像のCD－Rを保健所へ送付してください。 

●患者票（公費受給者番号）が医療機関へ届くまでの間の支払いについては、保留とするか公費を適用せずに 

  計算し後日領収書を病院へ提出することで清算できることを患者へ説明してください。 

●患者票が保健所から届き次第、原本を患者へ渡してください。薬局で使用します。 

●患者票に記載されている抗結核薬の変更や承認期間の延長がある際は、再度申請が必要となります。 

根拠法：感染症法第５３条の１１ 


